
研

究

ノ

ー
ト

内
検

と
毛
見

・
内
見

・
検
見

渡

邊

忠

司

は
じ
め
に

近
世

の
年
貢
徴
収
仕
法

(徴
租
法
)
は
徳
川
将
軍
直
轄
領

(
以
下
、
直
轄
領
)
を
中
心

に
検
見
法

(検
見
制
)
と
定
免
法

(定
免
制
)
が
あ
り
、
諸
大
名
領

で
も
こ
れ
ら

に
準
じ
た
検
見

や
定
免
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
特

に
近
世
の
検
見
制
は
、
領
主

の
検
見
と
そ
れ
に
先
立

つ
百
姓
の
検
見

つ
ま
り

「内
見
」
を

一

体
化
し
た
年
貢
算
定
、
租
率
と
年
貢
高
確
定
の
仕
法
で
あ
る
。

年

々
の
作
柄
判
定
は
、
石
高
制
と
米
納
年
貢
を
基
本
と
す
る
近

世
年
貢
制
度

に
と

っ
て
避
け
て
通
れ
な
い
領
主

・
百
姓
双
方
の

　ユ
　

了
解
事
項
で
も
あ
り
、
重
大
な
関
心
事

で
あ

っ
た
。

近
世
徴
租
法
と
し
て
の
検
見
制
の
起
点
は
関
自
秀
吉
が
天
正

内
検

と
毛

見

・
内
見

・
検

見

一
四
年

(
一
五
八
六
)
正
月

一
五
日
に
発
令
し
た

「定
」
に
あ

る
。
こ
れ
は
豊
臣
政
権
が
中
世
の

「慣
例

」
か
ら
六
角
氏
式
目

の
徴
収
方
法
と
損
免
規
定
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
織
田
政
権
の
損

免
政
策
を
引
き
継

い
で

一
般
化
し
た
法
令

で
あ
る
と
も
評
価
さ

　　
　

れ
て
い
る
。
こ
の
法
令

で
、
近
世
の
検
見

は
給
人

・
百
姓
相
対

に
よ
る
毛
見

・
坪
刈

(坪
苅
)
・
升

つ
き
に
よ
る
有
籾

(米
)　こ

の
確
認
と
い
う
仕
法
と
、
二
対

一
で
の
配
分

比
が
規
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
近
世
検
見
制
が
中
世

の

「慣
例
」
か
ら
相
対
立
毛

検
見

へ
の
継
承

へ
と
い
う
観
点
か
ら
体
系
的

に
考
察
さ
れ
た
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
近
世
検
見
制
が
そ
の

成
立
過
程

に
つ
い
て
中
世
か
ら
近
世
初
頭
を
対
象
と
し
て
考
究

さ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
徴
租
法

(ま
た
貢
租
)
研

二
五
七



究

の
分
野
に
お
け
る
中
世
と
近
世
の
断
絶
と
い
う
状
況
の
現
れ

で
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
現
状
を
克
服
す
る
研
究
が
出
て
い
な

い
こ
と
に
も
よ

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
大
き
な
要
因
は
、

近
世
の
年
貢

・
諸
役
の
研
究
自
体
が
多
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
施
・

本
稿
は
、
直
接
的

に
は
貢
租
研
究
分
野
の
中
世

・
近
世
の
断

絶

や
近
世
の
研
究
状
況
を
全
面
的
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
は
な

い
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
中
世
の
内
検

と
近
世

の
毛

見

・
内
見

・
検
見

の
用
語
お
よ
び
語
義
の
整
理
を
目
的
と
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
内
検
や
毛
見

・
内
見

・
検
見
に
つ
い
て
は
、

後

に
み
る
よ
う
に
、
す
で
に
い
く

つ
か
の
辞
典
類
で
規
定
や
解

説

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
ら
が
用
語
や
語
義

の
規

定

・
解
釈
で

一
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
個
々
に
立
項

さ
れ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
例
え
ば

『国
史
大

辞

典
』
で
は

「毛
見
」
「検
見
」
が
独
立

の
項
目
と
し
て
設
定

さ
れ
て
お
ら
ず
、
古
代

・
中
世
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
も
な

い
。
同

辞

典
で
は
、
こ
れ
ら
の
解
説
は

「内
検
」
の
項
目
に
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は

「内
検
」
は
近
世

の

「内
検
」
を
取
り
上
げ

　こ

て
解
説
し
て
お
り
、
中
世
の

「内
検
」
の
解
説
は
な
い
。

二
五
八

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
世
検
見
制

の
成
立
過
程
を
探
る
て

が
か
り
と
し
て
内
検

・
毛
見

・
検
見
な
ど
近
世
検
見
制
の
検
討

に
不
可
欠
な
用
語

・
語
義

に
つ
い
て
、
中
世
内
検

の
事
例
を
中

世
史
料

で
確
か
め
な
が
ら
、
辞
典
類
と
近
世
地
方
書

・
農
書
な

ど
の
解
説
を
基
礎
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

一

近
世

の
毛
見

・
内
見

・
検
見
と
中
世

の
内
検
ー
用
語

の
整
理

(
一
)
近
世

の
検
見

豊
臣
政
権
以
来
、
近
世

の
検
見
制
は
毛
見
と
内
見

・
検
見
を

仕
法
と
し
て

一
体
化
し
た
徴
租
法
と
な

っ
た
。
こ
れ
ら
は

一
様

に
作
柄
の
見
分
け
と
表
現
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
厳
密
に
は
そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
異

に
す
る
。
こ
れ
ら

　　
　

に
つ
い
て
は
す
で
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
改
め
て
地
方

書

に
よ

っ
て
当
時
の
概
念
を
確
か
め
て
お
き

た
い
。

第

一
に
は
、
毛
見
と
検
見
の
区
別
で
あ

る
。
検
見
は
、
近
世

中
後
期

の
地
方
書
で
は
毛
見

・
坪
刈
を
し

て
有
米

(有
籾
)
を

確
認
す
る
仕
法
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
例

え
ば
享
保
年
中

(
一



七
二
六
1
三
六
)
に
代
官
辻
六
郎
左
衛
門
が
幕
府
勘
定
所
に
書

き
上
げ
た

「辻
六
郎
左
衛
門
上
書
」
で
は
毛
見
と
検
見
を
明
解

に
区
分
し
、
そ
れ
ら
が
同
じ

「検
見
」
と
表
記
さ
れ
た
理
由
は

作
柄
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
と
い
う
点
と
、
同
じ
表
記
な
が
ら

　ヱ

仕
法
が
相
違
し
て
い
る
点
を
簡
潔
に
指
摘
し
て
い
る
。

田
畑
の
立
毛
を
見

い
た
し
候
を
毛
見
と
申
候
、
検
見
共
書

申
候
、
検
見
と
書
候
儀
者
、
立
毛
計
を
見
分
仕
候
に
あ
ら

ず
、
田
畑
の
作
毛
は
不
及
申
、
村
方
百
姓
の
家
居
村
と
盛

衰
万
事
考

へ
見
る
事
も
申
候
、
観
察
に
心
得
有
之
を
検
見

と
申
候
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
作
柄
を
見
分
け
る
方
法
が
毛
見

・
検
見
で

あ
り
、
そ
の
う
ち
検
見
は
立
毛
ば
か
り
を
見
分
け
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
以
外
の
百
姓
や
家
柄
、
村
の
概
況
を
考
慮
し
、
そ
れ

を
含
ま
せ
な
が
ら
作
柄
を
見
分
け
る
方
法
と
し
て
解
説
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
毛
見
は
こ
の
解
説
か
ら

「立
毛
」
だ
け

を
見
分
け
る
方
法
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
は
寛
政

六
年

(
一
七
九
四
)
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る

『地
方
凡
例
録
』

の
解
説
で
も
同
じ
で
あ
る
。
同
書
で
も
毛
見
と
検
見
を
区
別
し

た
う
え
で
、
毛
見
は

「立
毛

の
善
悪
」
を
見
分
け
る
方
法
で
あ

内

検

と
毛

見

・
内

見

・
検
見

り
、
検
見
は

「
田
方
立
毛
見
分
の
上
、
坪
刈
を
致
し
、
稲
の
豊

　　
　

凶
に
従

い
租
税
を
極
め
る
こ
と
」
と
規
定

し
て
い
る
。
毛
見

・

検
見

に
基
づ

い
て
当
該
年
の
年
貢
を
徴
収

す
る
方
法
が
検
見
制

で
あ

っ
た
。

第
二
に
、
両
書
と
も
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
毛
見
と
検

見
の
相
違
が

「坪
刈
」
の
有
無

に
あ

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
「辻

六
郎
左
衛
門
上
書
」
で
は
、
「田
壱
歩

の
稲
を
刈
、
如
何
程
有

之
候
と
試
申
候
を
、
坪
刈
、
歩
刈
、
春
法
、
籾
摺
等
と
申
候
」

と
、
田

一
歩
の
稲
を
刈

っ
て
実
収
量
を
確

か
め
る
仕
法
と
解
説

　ユ

し
て
い
る
。
ま
た

『地
方
凡
例
録
』
で
は
、
検
見
に
は
坪
刈
が

必
須
条
件
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
施
行
手
順
に
つ
い
て
詳
細
に

　む

解
説

し
て
い
る
。
こ
の
点

は
文
政
期

(
一
八

一
八
～

一
八
三

　む

○
)
の

「経
國
本
義
」

で
も
同
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

田
畑
夏
秋
ノ
立
毛
ヲ
見
テ
坪
刈
春
法

シ
、
其
合
毛
ヲ
試
テ

年
ノ
豊
凶
ヲ
知
リ
、
税
法
ヲ
定
テ
民

ノ
農
不
農
ヲ
知
リ
、

賞
罰
ヲ
正
シ
ク
為

ス
ヲ
検
見
ノ
要
法
ト
ス
、
徒

二
立
毛
ノ

多
少
過
不
足
ヲ
知

ル
ノ
ミ

ニ
非
ズ
、

い
ず
れ
も
毛
見
は
検
見
と
も
書
く
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
厳

密

に
概
念
を
区
別
す
れ
ば
、
毛
見
と
は
立
毛

つ
ま
り
作
物
が
生

二
五
九



育
し
た
ま
ま
の
状
態
で
作
況

の
善
悪
を
見
分
け
る
こ
と
で
あ
り
、

観
察

に
よ
る
作
柄
判
定
で
あ
る
。
秀
吉
政
権
は
こ
れ
に

「舛

つ

き
」
の
仕
法
を
組
み
込
ま
せ
、
検
見
を
規
定
し
た
。
「
舛

つ
き
」

と
は

「
舛
稲
」

(ま
す
づ
き
)
で
あ
り
、
実
際

に
脱
穀
し
て
米

　む
　

量
を
確
認
し
て
田
租

の
割
合

を
決
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「舛
づ
き
」
は
検
地
田
方
等
級
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
田
方
上
中
下
に

つ
い
て
各
筆
ご
と
に
実
際
に
刈
り
取

っ
て
脱
穀
し
、
収
量
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に

「辻
六
郎
左
衛
門
上
書
」
が
指
摘
す
る
坪
刈

・
歩
刈

・
春
法

・

籾
摺
で
あ
る
。
こ
れ
を
含
ん
だ
作
柄
査
検
の
方
式
が
検
見

で
あ

り
、
近
世

の
検
見
で
あ
る
。

第
三
に
、
秀
吉
政
権

の
先
見
性
は
租
税
決
定

の
仕
法
を
検
見

制
と
し
、
作
柄
査
定
に

「舛

つ
き
」
を
含
ま
せ
る
こ
と
を
領
主

側
と
百
姓

・
村
間
の
了
解
事
項
と
し
て
取
り
込
ん
だ
点
に
あ

っ

た
と
み
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
毛
見
と

一
体
化
さ
せ
た

「坪
苅
」

(坪
刈
)
を
付
随
す
る
近
世
検
見
制
で
あ

っ
た
。

近
世
の
検
見
制

は
、
た
し
か
に
豊
臣
政
権

の
毛
見

・
「舛

つ

き
」

(坪
刈
と
収
量
の
確
認
)
と
い
う
検
見
仕
法
の
規
定
を
前

提

に
し
て

一
般
化
し
た
。
地
方
書

で
は

『地
方

凡
例
録
』
や

二
六
〇

「辻
六
郎
左
衛
門
上
書
」
な
ど
の
よ
う

に
、
検
見
が

「立
毛

の

善
悪
を
見
分
る
許
り
の
」
毛
見
と
村
柄

の
善
悪

・
民
力
な
ど
を

考
慮
に
容
れ
て
、
坪
刈

に
よ
る
実
収

の
確
認
を
踏
ま
え
て
取
箇

(租
税
比
率
)
を
決
め
る
仕
法
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に

　
お
　

な
る
。検

見
ト
云

ハ
立
毛

の
豊
凶
を
見
定
る
こ
と

ハ
云
に
及
ば
ず
、

村
柄

の
善
悪
、
民
力
の
強
弱
、
其
外
諸
事
視

・
察

・
観
の

三
を
以
取
箇
を
極
る
に
付
検
見
と
云
、

「辻
六
郎
左
衛
門
上
書
」
や

『地
方
凡
例
録
』
に
限
ら
ず
、

検
見
制
が
毛
見
を
内
包
し
た
検
見
と
し
て
規
定
さ
れ
、
必
ず
坪

刈

・
舂
法
を
必
須
と
し
て
い
た
。

こ
れ
は
近
世
後
期
の
地
方
書

に
お
い
て
も
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
お
り
、
天
保
六
年

(
一
八

三
五
)

に
刊
行
さ
れ
た

『算
法
地
方
大
成
』
に
お
い
て
も
同
様

　ヨ

の
解
説
と
な

っ
て
い
る
。

検
見

ハ
其
年

の
取
箇
を
極
る
事
ゆ
ゑ
容
易
の
事
に
あ
ら
す
、

当
毛

一
ト
通
り
見
分
の
上
抔
に
て
其
地
相
応
の
取
箇
に

ハ

届
き
か
た
し
、
尤
百
姓

の
難
儀
も

い
と

ハ
す
取
増

こ
と

ハ

安
き
こ
と
な
れ
ど
取
増
と
き

ハ
村
方

も
困
究
し
、
領
主
地

頭
の
為
に
も
宜
し
か
ら
す
、
依
て
中

央
を
見
極
取
箇
を
付



へ
し
、
取
箇

ハ
坪
刈
籾
の
多
少
を
以
て
極
む
、
坪
刈
強
き

ハ
無
筋
取
箇
増
、
弱
き

ハ
無
謂
百
姓
の
甘

に
な
る
、
仍
て

出
来
方
の
籾
数
と
根
取
十
ヶ
年
十
四
五
ヶ
年
以
来

の
取
箇

并
土
地
善
悪
村
方
盛
衰
等
巨
細

に
考

へ
合
せ
、
中
央

の
取

箇
を
定
む
べ
し
、

こ
こ
で
も
土
地
相
応

の
取
箇
は

「当
毛

一
ト
通
り
見
分

の

上
」
だ
け
で
は
容
易
に
付
け
ら
れ
な
い
の
で
、
坪
刈
の
籾

の
多

少
に
よ

っ
て
決
め
る
べ
き
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
に

土
地
の
善
悪

・
村
方

の
盛
衰
な
ど
を
考
慮
し
た

「中
央
を
見
極

め
た
」
偏
り
の
な

い
取
箇

の
決
定
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
も
坪
刈
が
取
箇
決
定

の
基
礎
で
あ
り
、
そ
の
有
無
が
毛
見
と

検
見
の
概
念
的
な
相
違

の
根
拠
で
あ

っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
坪
刈

の
強
弱
、
領
主

・
百
姓
双
方
の
利
益
に
な
る
よ
う
な

適
正
な
坪
刈
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

第
四
に
、
領
主
の
検
見
実
施
以
前

に
百
姓

・
村
方
で
の
検
見

つ
ま
り
内
見
を
行

い
、
内
見
帳
の
作
成

・
提
出
を
義
務
づ
け
た

こ
と
で
あ
る
。
内
見
は
領
主
側

の
検
見
仕
法
で
行
わ
れ
る
百

姓

・
村

の
検
見

で
あ
る
。
毛
見

・
坪
刈

・
有
米

の
確
認
を
百

姓

・
村
方
が
領
主
の
検
見
実
施
の
前

に
行
う
、
百
姓
の
検
見
を

内
検

と
毛

見

・
内

見

・
検
見

意
味
す
る
。
た
と
え
ば

『地
方
凡
例
録
』

に
は
、
領
主

の
検
見

が
村
方

で
の
内
見
帳

の
仕
立
て
と
差
し
出

し
を
前
提
と
し
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
、
内
見
が
近
世
検
見
仕
法

の

一
環
と
な

っ
て

　お
　

い
た
。検

見
以
前
に
村
役
人
地
主
立
会
、
悉

く
見
分
い
た
し
不
同

な
き
や
う
有
体

に
内
見
帳
を
仕
立
、
役
所

へ
差
出
さ
せ
篤

と
算
を
入
れ
て
相
改
む
、
尤
も
役
所

よ
り
遠
村

の
分
は
、

前
夜
泊
り
村

へ
持
参
い
た
す
べ
き
旨

を
申
触
、
取
寄
て
相

改
む
べ
し
、
村
方
耕
地
絵
図
も
内
見
帳
と

一
同
に
差
出
す

べ
し
、

こ
こ
に
は
、
領
主
側
の
検
見
以
前

に
百
姓

・
村
方
に
よ
る
作

毛
の
見
分
け
、

つ
ま
り
内
見
と
内
見
帳
の
作
成

・
提
出
が
義
務

づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
検
見
の
実
施
を
確
認
し
て
い
る
。

役
所
か
ら
遠
い
村

に
は
、
内
見
帳

に
加
え

て
村
絵
図
の
差
し
出

し
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
領
主

の
検
見
が
あ
り
、
免

状

(定
)
の
下
付
が
あ
る
。

こ
の
点
は
、
近
世

の
庄
屋
文
書

・
村
方
文
書
を
概
観
す
る
と
、

例
外
な
く
内
見
帳

・
検
見
帳
は
も
ち
ろ
ん
坪
刈
帳

・
毛
揃
帳
が

残
存
し
て
い
る
こ
と
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。

二
六

一



毛
見

・
坪
刈
は
近
世
を
通
じ
て
年
々
の
租
税
決
定

の
必
須
仕

法
で
あ
り
、
検
見
と
し
て

一
体
の
仕
法
と
な

っ
た
こ
と
が
近
世

検
見
制
仕
法

の
特
質
で
あ

っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
と
と
も
に
、
検

見
制
仕
法
が
内
見
を
前
提
と
す
る
こ
と
も
領
主

・
百
姓
相
互
の

共
通
認
識
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
近
世
検
見
制
が
毛
見

・
坪

刈
と
内
見
を

一
体
化
し
た
徴
租
法
と
な

っ
た
点
か
ら
み
て
も
、

豊
臣
政
権

に
よ
る
天
正

一
四
年
正
月

・
三
月
の
法
令
は
近
世
検

見
制
の
規
定

に
画
期
的
な
意
義
を
持
ち
、
近
世
徴
租
法
の
基
点

と
な

っ
て
い
る
。

(二
)
中
世
の
内
検

毛
見

・
検
見
と
い
う
用
語
は
中
世
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

臨
時
の
検
注
と
の
区
別
、
ま
た
近
世
の
毛
見

・
検
見
と
の
概
念

的
な
区
別
な
ど
意
識
的
に
考
慮
さ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
近
世
検
見
の
前
提
と
し
て
の
中
世
内
検
と

い
う
観
点
か
ら
、
事
例

に
基
づ
き
な
が
ら
確
か
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず

『国
史
大
辞
曲
ハ』

の
規
定
を
み
よ
う
。
内
検
は

「検
注
」

　ヨ

の
項
目
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。

荘
園
領
主
は
荘
民
か
ら
年
貢

・
公
事
を
適
切

に
収
取
す
る

二
六
二

た
め
に
、
検
注
使
を
現
地
に
派
遣
し

て
、
荘
内
の
田
畠
面

積

・
河
川
山
野
の
状
態
、
耕
作
状
況
、
年
貢
の
徴
収
基
準

な
ど
を
綿
密
に
調
査
さ
せ
た
。

こ
れ
を

一
般
に
検
注
ま
た

は
実
検

・
検
見
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
検
注

の
う
ち
、

領
主
が
荘
園
か
ら
の
年
貢

・
公
事
収
取
の
目
安
を
た
て
る

た
め
、

一
定
の
年
限
を
お
き
、
あ
る
い
は
下
地
中
分
の
と

き
な
ど
に
、

一
荘
全
体
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
る
も

の
を
正

検
ま
た
は
大
検
注
と
呼
ん
だ
。
正
検
が
実
施
さ
れ
た
荘
園

で
は
、
近
世
の
定
免
制
の
よ
う
に
年

々
の
豊
凶
に
か
か
わ

ら
ず
年
貢

・
公
事
が
次
の
正
検
ま
で

一
定
し
て
い
た
。
し

か
し
、
旱
水
風
霜
や
害
虫
に
よ
る
田
畠
の
被
害
は
し
ば
し

ば
あ

っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
荘
民
が
被
害

地

の
年
貢
免
除
を
求
め
て
調
査
を
乞
う
の
が
常
で
あ
り
、

こ
う
し
た
必
要

に
応
じ
て
領
主
が
実
施
す
る
検
注
を
内
検

と
呼
ん
だ
。
古
代
の
覆
検
、
近
世
の
検
見
制
に
相
当
す
る
。

内
検
は
被
害
状
況
を
調

べ
て
、
適
切

な
年
貢
と
す
る
の
が

目
的

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
必
要
に
応
じ
て
し
ば
し
ば
行

わ
れ
、
と
き
に
は
毎
年
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

こ
こ
で
は
、
第

一
点

に
、
中
世

の
内
検

と
は

「臨
時

の
検



注
L
を
指
し
、
検
注
と
は
区
別
さ
れ
た
概
念

・
用
語

で
あ

っ
た
。

検
注
は
実
検

・
検
見
と
も
呼
ば
れ
、
荘
園
領
主
が
検
注
使
を
派

遣
し
て
行
う
荘
園
内
の
土
地
調
査
、
年
貢

・
公
事
収
納
基
準

の

調
査
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が

一
荘
全
体
に
定
期
的
に
実
施
さ
れ
た

場
合
に
は
正
検

・
大
検
注
と
呼
ば
れ
、
年
貢

・
公
事
収
取
は
次

　む

の
正
検
ま
で
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

検
注
は
田
畠
面
積
と
所
持
者
の
把
握
が
主
目
的

で
あ
り
、
検

注
目
録
に
は
田
畑
の
面
積

・
名
請
人

・
耕
作
人
お
よ
び
斗
代
が

記
さ
れ
る
。
検
注
の
結
果
は
田
畠
総
目
録
や
、
名
ご
と
に
集
計

し
た
名
寄
帳

に
も
示
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
耕
地
が
字
地

・
面

積

・
所
持
者
ご
と
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
明
徳
五
年

(
=
二
九

四
)
六
月
二
六
日
付
け
の
紀
伊
国
隅

田
八
幡
宮
領
隅
田
荘

の

「隅
田
庄
中
筋
畠
帳
総
目
録
」
で
は
、
畠
の
目
録
が
隅

田
分

・

政
所
分
に
わ
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
隅
田
分
の

一
部
を
掲
げ

麺
・

隅
田
庄
中
筋
畠
帳
惣
目
録

合

隅
田
分

樋納鐸

ト

作
四
郎
二
∴

縦

羈

戯

鰍

一
反
半

作
山
田
殿
南

一
反
半

作
與
次

内
検

と
毛

見

・
内
見

・
検

見

夥

セ
黜
田

作
與
次

薦

判
ト

作
道
音

(下
略
)

目
録
に
は
、
こ
の
形
式
で
隅
田
分

の
六
町

一
反
百
分

(歩
)
、

政
所
分
の
六
町

一
反
四
〇
歩
が
集
計
さ
れ
、
畠

一
筆
ご
と
に
字

地

・
反
別

・
耕
作
人
の
順
序
で
記
さ
れ
て
い
る
。
近
世

の
土
地

台
帳
か
ら
み
れ
ば
、
分
米
の
記
載
が
な
い
だ
け
で
検
地
帳
と
同

じ
形
式
で
あ
る
。

ま
た
名
寄
帳
で
は
名
所
持
者
ご
と
に
田
畠
の
反
別
と
分
米
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
正
平

一
二
年

(北
朝
延
文

二
年
、

=
二
五

七
)
五
月

の
東
寺
領
山
城
上
久
世
庄

「百
姓
名
々
寄
帳
」
で
は

五
二
人
の
耕
地
反
別
と
分
米
お
よ
び
年
貢
額
な
ど
が
記
さ
れ
て

　む
　

い
る
。
そ
の
冒
頭
部
分
を
掲
げ
る
。

目
安

上
久
世
庄

百
姓
名
々
寄
帳

合
毎
年

弐
百
弐
拾
肆
石
肆
斗
参
升
伍
合
伍
夕

一
左
近
入
道
善
阿

公
事
八
日

田
地
壱
町
参
段
玖
拾
歩
内

宗
方

一
段

分
米
五
斗

本
名
参
斗
肆
升
代
陸
段
玖
拾
歩

分
米
弐
石
壱
斗
弐
升
伍

合
伍
夕

二
六
三



同
名
肆
斗
壱
升
代
壱
段

分
米
肆
斗
壱
升
孫
太
郎
入
道
跡
、

同
名
肆
段
融
畑
隔
平
田
之
問

分
米
壱
石
漆
斗
竹
夜
又
太
郎
疑

同
名
新
田
小

分
米
陸
升
陸
合
漆
夕

正
賢
名
佃
弐
反

分
米
壱
石
陸
斗
覚
阿
跡
何
本
、

已
上
陸
石
七
斗
九
升
弐
合
弐
夕

六
石
四
斗
二
合
二
夕
後
書
直
乍
見
□

草
銭
大
月
分
百
肆
拾
漆
文

小
月
分
百
卅
玖
文

職
事
銭

陸
拾
文

茄
子
銭
参
拾
肆
文

佛
事
銭
百
卅
文

藁
百
拾
壱
束

(下
略
)

久
世
庄
の
年
貢
は
毎
年
二
二
四
石
四
斗
三
升
五
合
五
夕
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち
善
阿
は

一
町
三
反
九
〇
歩
の
田
地
と
六
石

七
斗
九
升
二
合
二
夕
の
年
貢
米
、
そ
れ
に
草
銭

・
職
事
銭

・
茄

子
銭

・
佛
事
銭
お
よ
び
藁
束
を
納
入
し
て
い
た
。
善
阿
の
耕
地

の
所
在
名
と
反
別

・
分
米
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
五

一
人

も
同
様
に
負
担
年
貢
米

・
銭
な
ど
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　ね
　

こ
の
記
載
形
式
と
役
割
は
近
世
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

同
様
に
検
見
目
録
も
耕
地
調
査
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。
明

徳
三
年

(
一
三
九
二
)

一
二
月

一
八
日
付
け
の
筑
前
国
下
座
郡

二
六
四

の

「検
見
目
録
事
」
に
は
、
東
寺
領

の

一
〇
カ
所

の
名
ご
と
の

　れ
　

反
別
と
分
米
が
記
さ
れ
る
。
そ
の

一
部
を
掲
げ
る
。

明
徳
三
年
壬
申
検
見
目
録
事

一
所

吉
本
名

一
所

来
飯
名

一
所

酒
井
名

十
八
丁
二
反
大
現
作
七
丁

分
米
三
石
八
斗

十
九
丁
現
作

一
丁
一
反

分
米

一
石
四
斗

十
丁

一
反
半

分
米
五
斗

以
上
都
合

米
五
石
七
斗

こ
の
年
吉
本
名
で
は

一
八
丁
二
反
大
の
う
ち

「
現
作
七
丁
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
検
見
も
検
注

の
結
果
を
受
け
た
田
畠
の

耕
作
現
況
の
調
査
で
、
当
該
年
の
作
柄
調
査
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
年
貢
納
入
反
別
が
七
丁
、
分
米
三
石
八
斗
が
確

か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
七
丁
は
反
別
総
計
の
約
三
三
響
に
相

当
す
る
。
田
の
名
も
同
様

に
、
反
別
総
計
と
現
作
反
別
が
書
き

　
ほ
　

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

中
世
の
検
注
目
録
や
名
寄
帳
は
検
注
の
結
果
を
示
す
土
地
台



帳

・
年
貢
台
帳
で
あ
り
、
年
々
の
作
柄
調
査
を
示
す
も
の
で
は

な

い
。
検
注
が
実
検

・
検
見
と
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
、
近
世
の

検
見
で
は
な
く
検
地

に
相
当
す
る
土
地
調
査
で
あ
り
、
直
接

に

は
年
々
の
作
柄
調
査
と
年
貢
額

の
決
定
方
法
で
は
な
か
っ
た
。

近
世

の
検
見
と
は
大
き
く
異
な

っ
た
概
念
で
あ

っ
た
こ
と
を
改

め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
二
に
、
内
検
は
旱
損

・
水
損
、
凶
作
な
ど
損
耗
年
次
に
、

名
主

・
百
姓

・
耕
作
人
ら
か
ら
本
所

(荘
園
領
主
)
に
作
柄
調

査
を
要
求
し
、
実
施
さ
れ
た
。
文
安
元
年

(
一
四
四
四
)

一
〇

月
、
東
寺
領
丹
波
大
山
庄
の
地
下
人
ら
は
損
亡
と
作
物
の
不
作

を
訴
え
、
損
免
高

の
要
求
も
明
記
し
て
公
文
所
宛
に
申
し
状
を

差
し
出
し
、
内
検
を
求
め
た
。

一
〇
月

一
四
日
と
二
四
日
付
け

の

「丹
波
大
山
荘
地
下
人
申
状
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
年
大

山
荘
は
不
作
で
、
冒
頭
に

「次
西
田
井
之
事
、
更
々

一
粒
候

ハ

す
候
」
と
あ
り
、
東
寺
領
大
山
荘

一
井
谷
百
姓
申
状
と
と
も
に

　お
　

出
さ
れ
た
。

一
〇
月

一
四
日

の
申
状
を
掲
げ
る
。

畏
申
入
候

抑
及
度
々
申
上
候
損
亡
之
事
、
当
年
事

ハ
、
木
竹
ま
で
も

日
焼
損
候
間
、
ま
し
て
作
物
事

ハ
散
々
事
于
て
候
、
先
立

内
検
と
毛
見

・
内
見

・
検
見

御
代
官
下
向
候
て
、
被
及
御
覧
候
于

、
損
亡
三
分
二
損
下

給
候

へ
と
歎
申
候

へ
共
、
無
御
承
引
御
座
候
、
所
詮
、
御

百
姓
も
堅
申
候

ヘ
ハ
、
御
意
于
も
違
候
之
問
、
半
損
と
申

候

ハ
ん
す
れ
共
、
少

ハ
弁
于
も
可
仕
候
、
三
分

一
損

ハ
給

候

ハ
て
ハ
不
可
叶
候
、
な
于
と
御
意

于
違
候
共
、
三
分

一

損
分
を

ハ
さ
た
申
ま
し
く
候
、
是

ハ
佛
物
御
事
于
て
候
之

問
、
抜
群
于
御
百
姓
之
弁

二
成
候

へ
共
、
如
此
申
候
、
此

分
御
ふ
ち
あ
る

へ
く
候
、
尚
々
御
不
審
候
者
、
誓
文
于
て

東
寺

申
上
候
、
日
本
國
大
小
神
祗
、
別
鎮
守
大
師
八
幡
可
御
罰

蒙
候
、
更
々
奸
曲
不
申
候
、

い
も
谷
大
夫

(花
押
)

十
月
十
四
日

政
所
道

幸

(花
押
)

漣奥

丘
ハ

衝
一
(花
押
)

公
文
所
殿

最
初
に
損
亡
を

「度
々
申
上
」
に
及
ぶ
と
あ
る
よ
う

に
、
こ

の
年
は
日
焼

(干
損
)
で
作
物
は
さ
ん
ざ

ん
の
出
来
で
、
百
姓

ら
は

一
〇
月

一
四
日
以
前
か
ら
度
々
損
免

願
い
を
出
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
応
し
て
代
官
の
下
向

・
視
察
が
あ
り
、
平
年

の
三
分

二
の
損
耗
を
要
望
し
た
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
せ
め
て
半
損
と

二
六
五



言
い
た
い
が
少
し
弁
え
て
三
分

一
の
損
耗
に
し
て
も
よ
い
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
当
然
に

「御
ふ
ち
」

(扶
持
、
扶
助

・
た
す
け
)

が
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
申
状

で
も
損
免
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
再
度

　ム
　

同
月
二
四
日
に
も
申
し
入
れ
を
し
た
。

畏
申
入
候

抑
損
亡
之
事
、
及
度

々
注
進
仕
候
、
惣
庄
之
事

ハ
、
三
分

一
損
分
御
免
も
候
者
、
少
事
入
立
を
も
仕
、
沙
汰
仕
か
ね

候
者
、
少

ハ
未
進
于
も
申
候

ハ
ん
す
れ
共
、
惣
庄
四
分

一

御
免
于
て
候
間
、
於

一
院
谷
于
候
て
も
、
法
師
丸
よ
り
下

(ん
ミ
候
)

ハ
、
毛
之
上
于
て
御
け
口
口
口
者
捨
田
大
略
あ
る

へ
く
候
、

法
師
丸
よ
り
下
を

ハ
、
半
損
于
御
免
あ
る

へ
く
候
、
是
は

惣
な
ミ

ハ
不
申
候
、
谷
于
て
も
里
よ
り
物
如
此
申
候
、
当

年
之
事

ハ
、
事
外
于
損
之
処
を
、
惣
庄
四
分

一
な
ん
と

〉

う
け
給

[

]

へ
御

ふ
ち
も
候

ハ
て
ハ
、
御
公
事
等
申

尽
述
計
、
始
終
之
損
行
、
御
下
地
も
可
荒
候
、
此
旨
能
々

御
定
候
て
、
御
下
向
候

へ
く
候
、
田
舎
于
て
と
か
く
御
代

官
と
申
候

ヘ
ハ
、
事
延
引
不
道
行
候
、
能
々
御

ひ
ろ
う
候

て
、
御
文
下
候

ハ
・
畏
入
候
、

二
六
六

古
川
方道

幸

(略
押
)

十
月
廿
四
日

池
本

大
夫

(略
押
)

左

近

(略
押
)

兵
衛

二
郎

(花
押
)

公
文
所
殿

こ
れ
に
よ
る
と
、
結
局
庄
全
体
で
四
分

一
の
損
耗
と
し
て
、

一
院
谷
の
法
師
丸
よ
り
下
は

「毛
之
上
に
て
御
け
ん
み
」
を
す

れ
ぼ
年
貢
納
入
が
不
能

の
田
も
あ
る
の
で
半
損

に
し
て
い
た
だ

き
た
い
、
ま
た
当
年
は
こ
と
の
ほ
か
不
作
な
の
で

「惣
庄
四
分

一
」
の
損
耗
を
認
め
て
く
れ
れ
ば
受
け
入

れ
る
と
し
、
代
官
よ

り
も
公
文
所
か
ら
の
下
向
と
下
文
を
求
め

て
い
る
。
「御
ふ
ち
」

が
な
け
れ
ば
公
事
も
勤
め
が
た
い
し
、
ま
た
下
地
も
荒
ら
す
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
損
免
の
必
要
性
を
強
調
し
て
、
損
免
分

の
比
率
を
よ
く
定
め
て
か
ら
下
向
さ
れ
た

い
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
際
の
検
見
は

「毛
之
上

に
て
」
「
御
け
ん
ミ
」
と
あ
る

よ
う
に
、
作
柄
の
調
査

で
あ

っ
た
。
同
様

の
事
例
は
、
大
山
庄

に
限
ら
ず

一
般
的
で
あ

っ
た
。
こ
の
要
求

に
従

っ
て
内
検
は
領

主
側
が
行

っ
た
。



第
三
に
、
近
世
の
毛
見

・
検
見
と
の
関
係
を
考
え
る
と
す
れ

ば
、
内
検

つ
ま
り

「臨
時

の
検
注
」

の
内
実
を
確
か
め
る
必
要

が
あ
る
。
内
検
は
、
損
耗
時
で
は
あ
る
が
直
接
に
作
柄
の
調
査

を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
で
当
該
年
の
年
貢
額
が
決
め

ら
れ
て
い
た
。
文
安
元
年

の
大
山
庄

の
申
状
に
は
、
損
耗
の
度

合

い
を
惣
庄
四
分

一

「
毛
之
上
に
て
…
…
捨
田
大
略
あ
る
へ
く

候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
立
毛
を
見
る
だ
け
で
も
損

耗
が
明
ら
か
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た

「毛
之
上
に
て
」
「け
ん
ミ
」
か
ら
推
測
す
れ
ぼ
、
こ
の
と

き

の
検
見
は
立
毛
ば
か
り
を
見
分
け
る

「毛
見
」
で
、
坪
刈

・

春
法

・
升

つ
き
を
伴
う
検
見
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

当
時
で
も
村
方

・
名
主

・
に
よ
る
作
柄
の
調
査
は
あ

っ
た
。

明
徳
四
年

(
=
二
九
三
)、
高
野
山
領
近
木
庄
で
は
、
損
耗
の

た
め
当
年

の
年
貢
は

「半
分
」
と
注
進
し
た
が
、
実
際
に

「内

　お
　

見
」
を
す
る
と
三
分

一
程
度
で
あ

っ
た
と
訂
正
し
て
い
る
。

御
不
審
為
晴
申
、
重
起
請
文
進
上
仕
候
、
先
立
注
進
仕
て

候
し
ご
と
く
、
近
木
庄
之
御
年
貢
半
分
と
ハ
承
候

へ
と
も
、

能
々
内
見
を
仕
て
候

ヘ
ハ
、
三
分

一
余
候
、
公
事
銭

ハ
三

分
二
余

に
て
候
程

二
、
御
年
貢
之
注
進
状
之
奥

二
、
起
請

内
検

と
毛

見

・
内
見

・
検

見

文
を
か
き
進
候
し
、
其
上
年
々
之
荒

田
之
分
、
去
年
ま
て

三
十

一
町
五
反
大
卅
歩

ハ
不
作
に
て
候
程

二
、
此
分
之
所

当
米
公
事
銭
等
な
く
候
間
、
半
分
ま

て
ハ
所
当
米
候

ハ
す

候
、
(中
略
)

仍
起
請
文
之
状
如
件
、

明
徳
四
年
二
月
廿
八
日

宣
順

(花
押
)

こ
の
事
例
に
よ
る
と
、
こ
の
起
請
文
以
前

に
損
耗
の
度
合

い

を
年
貢
半
分
と
注
進
し
て
い
た
が
、
実
際

に

「内
見
」
を
す
る

と
、
損
耗
分
の
年
貢
は
三
分

一
余
り
、
公
事
銭
は
三
分
二
余
り

で
あ

つ
た
。
そ
の
う
え
年
々
の
荒
田
不
作
分

が
三

一
丁
五
反
も

あ

っ
て
、
こ
れ
に
相
応
し
た
米

・
公
事
も
な

く
、
所
当
米
も
半

分
ま
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
記
し
て
い
る
。

こ
れ
も
不
作
の
注
進
、
内
検
の
要
求
と

そ
の
実
施
が
あ
り
、

そ
れ
に
よ

っ
て
損
耗

の
度
合
い
が
変
更
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
事

例
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

「内
見
」
は
実
収

の
確
認
の
た
め
に
行

わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
毛
見
な
の
か
検
見

な
の
か
は
明
確
で

は
な

い
。
ま
た

「内
検
」
が

「内
見
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
点

　　
　

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

大
山
庄

の
事
例
で
も
確
か
め
ら
れ
る
よ
う

に
、
内
検

(臨
時

の
検
注
)
は
損
耗
の
あ

っ
た
年
次

に
名
主

・
百
姓

・
耕
作
人
ら

二
六
七



か
ら
荘
園
領
主

に
要
求
し
て
、
作
柄
の
調
査
を
要
求
し
実
施
さ

れ
た
。
『国
史
大
辞
典
』
は
こ
れ
が
近
世
の
検
見
制
に
相
当
す

る
と
あ
る
。
し
か
し
毛
見

・
坪
刈

・
升

つ
き
に
よ
る
収
量
の
確

認

が
あ

っ
た
か
不
明
で
あ
り
、
毛
見
だ
け
の
作
柄
調
査

で
あ

っ

た
可
能
性
が
高

い
の
で
、
近
世
検
見
制
と
の
同

一
視
は
疑
問
で

あ

る
。

二

中
世
内
検
と
実
施
手
順

こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
に
よ
る
と
、
中
世
ま
で
の
内
検
は
定
額

年

貢
を
前
提
と
し
た
損
耗
部
分
の
減
免
の
た
め
の
収
穫
量
調
査

と
確
定
の
方
法
で
あ
り
、
作
柄

の
調
査
に
よ
る
実
収
量

つ
ま
り

　　
　

「
有
目
」
の
確
認
が
そ
の
目
的

で
あ

っ
た
。
こ
の
点
は
近
世

の

検

見
と
同
じ
意
味
合
い
で
あ
り
、
相
違
し
て
い
る
点
と
い
え
ば
、

損

耗
時
の
み
の
作
柄
査
検
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
点

に
あ
ろ

う

。そ
の
際
、
第

一
に
在
方

の
名
主
や
耕
作
人
か
ら
損
耗

に
よ
る

減
免
要
求
、
第

二
に
領
主
側

の
検
注
使
の
派
遣
、
第
三
に
内
検

の
実
施
と
減
免
額
の
決
定
、
と
い
う
手
順
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ

二
六
八

は
地
下
請

の
場
合
も
直
納

の
場
合
も
基
本

的
に
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
史
料

に
よ
り
な
が
ら
改
め
て
確

か
め
て
お
き
た
い
。

第

一
に
、
内
検
の
要
求
は
名
主

・
百
姓
か
ら
出
さ
れ
、
損
耗

の
作
柄
調
査
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
地
下
請
で
は
な
い
場
合
の

内
検
は
名
主

・
百
姓
か
ら
直
接
領
主
側

に
損
免
要
求
を
要
請
し

て
い
る
。
東
寺
領
矢
野
庄
で
は
、
文
和
二
年

(
一
三
五
三
)
に(矢

大
損
亡
が
あ
り
、
名
主

・
百
姓
ら
は
同
年

=

月
に
二
度

「□

野

力
)

口
庄

地
下
申
状
」
「名
主
百
姓
申
状
」
と

い
う
歎
願
書
を
差
し

　
　
　

出
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
四
〇
石
の
年
貢

の
う
ち
五
石
の
免
除

が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「名
主
百
姓
申
状
」
に
は
減
免

の
代

わ
り
に
、
歎
願
に
疑
念
を
抱
い
た
東
寺
側
が
こ
れ
以
後
毎
年
の

内
検
の
実
施
を
条
件
と
し
て
い
る
。

(等
申
力
)

東
寺
御
領
矢
野
御
庄
例
名
西
御
方
名

主
百
姓
□
□
、
欲
早

(任
脱
力
)

被
垂
撫
育
哀
隣
、
先
度
注
進
旨
、
重
口
口
慰
愁
吟
損
亡
間

事

(年
力
)

右
損
亡
之
次
第
、
両
度
委
細
言
上
事
舊
畢
、
而
當
口
損
亡

(成
力
)

者
、
不
限
當
庄
過
法
之
間
、
不
顧
高

命
、
依
難
□
安
堵
、

(官
力
)

重
々
所
令
言
上
候
、
且
可
有
御
高
察
候
、
且
代
□
以
起
請

(審
力
)

文
令
注
進
損
亡
田
之
上
者
、
不
可
被
胎
御
不
□
損
亡
田
分



米
者
四
十
石
余
也
、
今
所
下
給
御
免
者
口
五
石
也
、
不
及

(亡

力
)

支
配
候
之
間
、
百
姓
等
失
為
方
候
、
如
此
損
口
年
依
歎
申
、

(間
力
)

以
奸
曲
申
入
歟
之
由
被
思
食
候
之
□
、
□
於
後
々
年
者
、

任
先
規
被
遂
毎
年
内
検
候
、
然
者
早
□
重
御
沙
汰
、
且
所

令
注
進
、
於
損
亡
田
者
悉
被
弃
置
□
任
注
進
田
薮
下
賜
損

(法
力
)

米
、
彌
為
仰
御
憲
注
之
貴
、
仍
重
言
上
如
件
、

文
和
二
年
十

一
月
日

東
寺
側
は

「以
奸
曲
申
入
歟
之
由
被
思
食
候
」
と
記
し
て
い

る
よ
う
に
、
名
主

・
百
姓
ら
の
二
度

の
歎
願
が
損
耗

の
事
実
に

基
づ
く
か
ど
う
か
確
証
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め

「
於
後
々
年
者
、
任
先
規
被
遂
毎
年
内
検
候
」
と
記
す
よ
う

に
、

こ

の
年
以
後
は
在
地
か
ら
の
歎
願
に
従
う
だ
け
で
な
く
、
毎
年

の
内
検
実
施
を
確
認
し
て
い
る
。

矢
野
庄
の
場
合
も
損
亡
時

の
年
貢
減
免
は
在
地
か
ら
の
歎
願

を
認
定
す
る
形
式
を
と
る
。
し
か
も
先
規
に
任
せ
て
毎
年
内
検

を
遂
げ
ら
れ
候
と
あ
る
よ
う
に
、
文
和
二
年
以
後
在
地

で
の
作

柄

評
価
に
よ
る
年
貢
額
の
決
定
が
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
文

和

二
年
ま
で
は
臨
時
の
検
注
を
要
望
の
ま
ま
に
実
施
し
て
い
た

が
、
在
地
の
査
定
に
疑
念
が
生
じ
て
い
た
た
め
に
、
毎
年

の
荘

内
検

と
毛

見

・
内

見

・
検

見

園
領
主

(東
寺
側
)
に
よ
る
内
検

の
実
施
が
持
ち
出
さ
れ
た
と

い
え
よ
う
。

同
様

に
、
文
和
三
年
八
月
四
日
付
け
の
東
寺
領
上
桂
庄
の
評

定
記
録

で
は

「水
損
見
知
」
が
確
か
め
ら

れ
る
。
こ
れ
は
水
損

の
実
検
と
し
て
八
月
四
日
の
評
定
記
録
の
第

一
条

に
書
き
留
め

　ふ
　

ら
れ
て
い
る
。

一
上
桂
庄
水
損
見
知
事
、
被
差
下
明
眞
并
預
所
、
相
共
加

見
知
、
任
實
正
、
載
起
請
之
詞
可
注
進
之
由
、
可
被
仰

預
所
方
矣
、

見
知
は
検
知

・
検
地
と
同
じ
意
味
合
い
に
用

い
ら
れ
、
文
脈

か
ら
見
る
限
り
、
こ
こ
で
は
水
損
部
分
の
作
柄
調
査
、
損
耗
を

受
け
た
田
畑
の
調
査
、
内
検

・
検
見
の
意
味
で
あ
る
。
そ
の
見

知
に
派
遣
さ
れ
た
検
使
役
が
明
眞

・
預
所

で
あ
り
、
そ
の
見
知

の
結
果
の
注
進
が
預
所
方

に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
は

こ
の
時
期

の
検
地
が
後

の
近
世
の
検
地
と
は
異
な
り
、
い
わ
ゆ

る
検
注
と
区
別
さ
れ
た
内
検
と
同
じ
意
味

合
い
で
あ

っ
た
こ
と

を
示
す
事
例

で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
損

耗
に
伴
う
内
検
の
要

請
が
在
所
か
ら
出
さ
れ
、
そ
れ
に
荘
園
領
主
が
対
応
し
た
点
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。

二
六
九



第
二
に
、
内
検

に
は
、
名
主

・
百
姓
の
要
請
に
従

っ
て
領
主

側

の
役
人

(検
使

・
検
注
使
)
派
遣
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は

『国

史
大
辞
典
』
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
東
寺
領
大
山
庄
や

上
桂
庄
の
事
例
で
も
役
人
の
下
向
な
ど
が
確

か
め
ら
れ
る
の
で
、

こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
。

近
世
検
見
制

の
成
立
過
程

・
系
譜
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、

中

世
内
検
の
検
討
で
重
要
な
点
は
、
第
三
の
内
検
の
実
施
手
順
、

仕

法
、
減
免
額

の
決
定
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
近
世
検
見

が
領
主
の
検
見
と
百
姓

・
村

の
検
見
と
し
て

一
体
化
す
る
過
程

を
探
る
前
提
と
し
て
、

い
く
つ
か
の
事
例

に
よ
り
な
が
ら
中
世

内

検
の
実
施
手
順
を
中
心
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

高
野
山
領
隅
田
南
庄
に
は
、
明
徳
三
年

(
=
二
九
二
)
五
月

と
六
月
に
出
さ
れ
た
年
貢
等
の
下
司
請
と
下
司
請
所
改
替
に
関

　　
　

す
る
記
録
が
残
る
。
こ
れ
は
地
下
請
か
ら
直
納

へ
の
切
り
替
え

時

に
実
施
さ
れ
た
内
検
の
事
例
で
あ
る
。
隅
田
南
庄

の
地
下
請

は
正
平
九
年

(
=
二
五
四
)
か
ら
下
司
請
の
形
式
で
始
ま
り
、

下
司

・
沙
汰
人
に
よ
る
管
理
が
明
徳
三
年
ま
で
継
続
さ
れ
て
い

た
。
定
額

の
請
負
年
貢
は
米
二
〇
石
、
夏
麦
三
貫
文
で
あ

っ
た

が
、
未
進
や
請
負
額
に
満
た
な

い
納
入
年
次
が
続
き
有
名
無
実

二
七
〇

化
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
こ
の
年
五
月
に
高
野
山
供
僧
と
沙
汰

所

・
下
司
貞
範
と
の
間
に
評
定
が
持
た
れ
、
六
月
に
は
請
所
の

改
替

(変
更
)
が
あ

っ
た
。
地
下
請
か
ら
直
納

へ
の
転
換
で
、

そ
の
際

に
庄
園
内
の
内
検
が
あ
り
、
「有
目
」
の
ま
ま
で
の
支

配
が
確
認
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
明
徳
三
年
六
月
の
百
姓
申
状

　ミ

を
掲
げ
る
。

契
約

隅
田
南
庄
供
僧
下
司
請
所
改
替
之
事

一
当
庄
御
年
貢
、
自
正
平
九
年
以
来
、
毎
年
弐
拾
石
雖
請

所
申
、
始
中
終
以
拾
八
石
為
極
、
以
下
者
十
二
三
石
分

際
、
有
名
無
実
之
條
、
以
外
不
調
、
年
々
未
進
及
百
八

十
五
石
余
之
間
、
今
度
令
改
替
之
処
、
沙
汰
所
御
口
入

依
難
去
、
如
元
米
弐
拾
石
、
夏
麦
参
貫
文
令
治
定
畢
、

雖
然
弐
貫
之
外
者
、
難
義
之
趣
堅
辞
退
之
上
者
、
所
詮

始
自
此
麦
、
如
先
度

(五
月
廿
七
日
)
評
定
、
於
自
今

以
後
者
夏
秋
共
令
停
止
請
所
之
儀
可
直
納
事
、

一
下
司
語
供
僧
中
、
易
色
易
篇
、
請
所
之
儀
雖
望
申
、
就

是
非
不
可
有
取
続
披
露
、
若
猶
有
披
露
者
、
可
為
沙
汰

人
罪
科
事
、

一
所
務
之
時
者
、
年
行
事

一
人
、
器
用

之
躰

一
人
、
毎
度



二
人
有
下
向
、
遂
内
検
、
任
有
目
、
可
有
支
配
事
、

右
以
前
條
々
、
全
年
貢
為
勤
御
願
、
衆
中

一
同
所
定
所
定

置
也
、
雖
為

一
事
、
得
語
不
可
令
違
失
、
若
此
條
存
私
曲
、

(背
)

令
違
配
之
輩
出
来
者
、

奉
始

梵
天
帝
尺
四
天
王
、
惣
日
本
国
中
大
小
諸
神
、
殊

別
丹
生
高
野
両
大
明
神
、
十
二
王
子
、
百
二
十
伴
、
高
祖

大
師
遍
照
金
剛
御
治
罰
於
蒙
違
犯
身
上
、
現
當

二
世
不
可

有
冥
加
之
状
如
件
、

明
徳
三
年
壬
申
六
月

日

こ
こ
に
は
定
額
請
負
年
貢
の
開
始
が
正
平
九
年
で
、
毎
年
二

〇
石
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
明
徳
三

年

に
至
る
ま
で
納
入
額
は
毎
年
多
く
て
も

一
八
石
、
少
な
い
と

=

一、
三
石
で
有
名
無
実
化
し
、
地
下
請
三
八
年
間

の
未
進
額

は

一
八
五
石
余

に
上

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
請
所
の
取
り
決
め

を
替
え
よ
う
と
し
た
が
、
沙
汰
所
御

口
入

(仲
介
人

・
取
扱

人

)
が
拒
否
し
た
の
で
、
や
む
な
く
元
の
よ
う
に
二
〇
石
と
夏

麦

三
貫
文
で
契
約
し
た
。
し
か
し
夏
麦
に
つ
い
て
は
請
所
が
二

貫
文
よ
り
以
上
は
納
入
で
き
な
い
と
の
意
向
を
示
し
た
の
で
、

五
月

二
七
日
に
評
定
を
し
て

「夏
秋
」
と
も
に
請
所
を
や
め
て

内

検

と
毛
見

・
内

見

・
検
見

直
納
す
る
よ
う
に
改
め
た
と
し
て
い
る
。

そ
の
内
検
方
式
は
、
「所
務
之
時
者
、
年

行
事

一
人
、
器
用

之
躰

一
人
、
毎
度
二
人
有
下
向
、
遂
内
検
、
任
有
目
、
可
有
支

配
事
」

の
部
分
に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
年
貢
納
入
の

際
に
は

「有
目
」
確
認
の
内
検
が
実
施
さ

れ
、
そ
れ
が
領
主
側

か
ら
派
遣
さ
れ
た
年
行
事
と
調
査
の
熟
練
者

「器
用
之
躰
」

に

よ

っ
て
遂
行
さ
れ
る
方
式
と
な

っ
た
。
「毎

度
」
必
ず
こ
の
二

人
の

「下
向
」
が
あ

っ
た
。
内
検
は

「遂
内
検
、
任
有
目
、
可

有
支
配
事
」
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
具
体
的

に
確
認
さ
れ
た

耕
作
状
況

に
応
じ
た
支
配
の
た
め
に
行
わ
れ
た
。
器
用
の
者
と

(32

)

は
、
後
の
近
世
で
は

「
地
方
巧
者
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
者
と
み

ら
れ
る
が
、
在
方
を
熟
知
し
、
調
査
に
熟
達
し
た
者
を
意
味
す

る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
記
録

に
よ
る
と
、
年
々
の
作
柄

の
調
査
が
、
地
下
請
の

場
合
は
現
地
請
負
人

(隅
田
南
庄
で
は
下
司
貞
範
)

に

一
任
さ

れ
庄
園
領
主
は
介
入
せ
ず
、
年
々
の
作
柄

判
定
も
地
下
請
負
人

の
宰
領
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
請
負
人
か
ら
す
れ
ば
、

契
約
の
定
額
年
貢
を
納
入
す
れ
ば
在
方

の
収
穫
分

の
取
得
は
思

惑

の
ま
ま
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
作
柄
を
不
作

二
七

一



と
判
定
す
れ
ば
、
定
額
年
貢
が
請
負
額
に
満
た
な
く
て
も
そ
の

十
分
な
言
い
訳
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
隅
田
南
庄
の
直
納

と
内
検

の
導
入
は
、
本
所
側
が
請
負
人
の
恣
意
を
嫌

い
自
ら
作

柄

の
判
定
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
内
検
で
は
、
内
検
の
実
施
が
決
定
し
た
耕
地
は
名
主

・

作
人

の
勝
手
な
介
入
を
排
除
し
、
名
主

・
耕
作
人
の
立
会
を
必

要

条
件
と
し
て

い
た
。
こ
れ
は
近
世
検
見
制

で
は
領
主

・
庄

屋

・
地
主

(百
姓
)
ら
の
立
会
が
必
須
条
件
と
な

っ
た
が
、
そ

の
系
譜
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
応
永
七
年

(
一

四
〇
〇
)
の

『高
野
山
文
書
』
集
会
評
定

の
記
事
に
は
、
高
野

山
領
相
賀
庄
に
お
け
る
同
年
卯
月

(四
月
)
二
一二
日
の
夏
麦
内

検
、
五
月
九
日
の
畠
内
検
、
五
月

一
五
日
の
島
畠
内
検

の
実
施　お

　

が
確

か
め
ら
れ
、
耕
作
人

の
排
除
と
立
会

の
事
例
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
卯
月
二
三
日
の
夏
麦
内
検
の
記
事
は
、
評
定
記
録

集

の

「応
永
七
年
卯
月
廿
三
日
、
相
賀
供
僧
御
評
定
云
」
と
題

　あ
　

さ
れ
た
評
定
記
録
の
第
二
条
に
記
さ
れ
る
。

一
生
地
島
并
向
副
之
河
島
夏
麦
事
、
可
有
内
検
上
者
、
作

人
麦

二
不
可
相
綺
之
由
、
同
公
文
方
へ
可
有
御
下
文
事
、

こ
れ
は
相
賀
庄
生
地
島
と
河
島
の
夏
麦
内
検
を
公
文
方

へ
通

二
七
二

達
し
た
記
録
で
あ
る
。
記
録
か
ら
は
内
検

が
荘
園
領
主
側

の
主

導
で
行
わ
れ
た
こ
と
と
、
荘
官
公
文
を
通
じ
て
こ
の
旨
が
在
所

へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
年
、
特
に
損

耗
は
な
く
名
主

・
耕

作
人
か
ら
の
要
求
に
よ
る
内
検
で
は
な
い
。
内
検
は
恒
例

で
高

野
山
側
の
意
向

で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
記
事

の

「可
有

内
検
上
者
、
作
人
麦

二
不
可
相
綺
之
由
、

同
公
文
方

へ
可
有
御

下
文
事
」
の
部
分
に
、
内
検
実
施
ま
で
作

人
に
は
麦
を
さ
わ
ら

せ
な
い
よ
う

に
指
示
さ
れ
て
お
り
、
名
主

・
作
人
の
介
入
を
制

限
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

五
月
九
日
の
畠
内
検
の
記
事
は
、
同
様

に

「応
永
七
年
卯
月

廿
三
日
、
相
賀
南
庄
御
供
僧
集
会
御
評
定
云
」
と
題
さ
れ
た
第

四
条
に
見
ら
れ
、
相
賀
南
庄
の
島
の
畠
内
検
の
実
施

の
条
件
が

　お
　

示
さ
れ
て
い
る
。

一
島
畠
内
検
之
時
、
百
姓
等
無
出
封
於
在
所
者
、
作
毛
ヲ

カ
リ
可
取
之
由
、
可
有
伊
王
寺

へ
下
知
事
、

こ
れ
は
百
姓
等
が
出
対
し
な
い
在
所
で
は
作
毛
を
刈
り
取
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
評
定
の
決
定
を
下
知
し
た
t1t�
録
で
あ
る
。

「出
對
」
(立
ち
会

い
)
の
有
無
を
作
毛
刈
り
取
り
の
条
件
に
し

て
い
る
よ
う
に
、
内
検
の
百
姓
立
会
も
既
定
で
、
そ
の
必
要
条



件

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
近
世
の
検
見
制
の
成
立
過
程
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、

高
野
山
領
紀
伊
志
富
庄

の
記
録
に
み
え
る
毛
見

の
訴
訟
と
損
亡

乞

い
の
停
止
と
い
う
事
例
は
、
名
主

・
百
姓

の
要
請
に
よ
る
検

見

か
ら
領
主
主
導

の
検
見

へ
の
変
化
と
し
て
重
要
な
事
実
で
あ

ろ
う
。

高
野
山
領
で
は
、
明
徳
か
ら
応
永
に
か
け
て
地
下
請
を
直
納

に
改
替
す
る
事
例
が
多
い
。
し
か
も
名
主

・
百
姓
か
ら
の
損
免

乞

い
と
内
検

・
検
見
の
要
求
を
退
け
る
方
向
も
あ
り
、
中
世
の

内
検
方
式
の
変
化

の

一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
紀
伊
志
富

庄

に
対
す
る
明
徳
四
年

(
=
二
九
三
)
の
評
定
下
文
案
は
毛
見

訴
訟
と
損
亡
乞

い
の
停
止
を
通
達
し
た
事
例

で
あ
る
。
下
文
案

は
同
年
八
月
五
日
に
志
富
庄
の
番
頭

・
百
姓
等
宛
に
會
行
事
教

　ま

尊

か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

當
庄
年
貢
之
事
、
上
中
下
三
品

二
分
て
、
免
夏
麦
、
致
評

定
所
當
米
之
処
、
毛
見
の
事
を
訴
訟
申
、
損
亡
を
こ
う
事
、

於
向
後

一
切
可
被
停
止
者
也
、
本
号
を
定
に
無
沙
汰
者
、

可
為
罪
科
、
就
中
所
當
納
之
時
、
食
物
を
訴
訟
申
事
不
可

然
、
作
人
等
直
納
之
時
者
、
食
物
無
下
行
候
條
、
百
姓
等

内
検
と
毛
見

・
内
見

・
検
見

存
知
上
者
、
就
是
非
、
不
可
有
訴
訟

之
由
、
御
評
定
所
候

也
、
仍
執
達
如
件
、

八
月
五
日

會
行
事
教
尊

志
富
田
庄
番
頭
百
姓
等
中

高
野
山
で
は
こ
の
年
の
志
富
庄
の
年
貢

・
麦
に
関
す
る
評
定

を
行

い
、
年
貢

の

「上
中
下
三
品

二
分
て
」
の
納
入
と
夏
麦
の

免
除
を
決
め
、
會
行
事
教
尊
を
通
じ
て
在
所

に
伝
達
し
た
。
そ

の
際
に
当
該
年

の
米
方
に
つ
い
て
は

「毛

見
の
事
を
訴
訟
申
、

損
亡
を
こ
う
事
、
於
向
後

一
切
可
被
停
止
者
也
」
と
あ
り
、
毛

見
訴
訟

・
損
亡
乞

い
は
今
後

一
切
停
止
し
、
違
反
者
は
処
罰
さ

れ
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た

「上
中
下

三
品
」
に
分
け
た
年

貢
上
納
は
、
強

い
て
い
え
ば
、
近
世
検
見
制

の
坪
刈

・
升

つ
き

に
つ
な
が
る
実
収

の
確
認
方
法
が
出
来
上

が

っ
て
い
た
と
み
て

よ
い
記
事
で
あ
る
。

高
野
山
領
で
は
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
前
年
隅
田
南

庄

の
年
貢
が
地
下
請
か
ら
百
姓
直
納
に
替

え
ら
れ
て
お
り
、
志

富
庄

で
も

「作
人
等
直
納
之
時
者
」
と
あ

る
よ
う
に
直
納
と
な

っ
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
は
毛
見
の
訴
訟

・
損
亡
乞

い
の
停
止
、

ま
た
直
納
の
際
は
食
物
下
行
が
な

い
な
ど
、
地
下
請

の
停
止
と

二
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下
作
人
直
納

に
伴
う
方
式

の
徹
底
が
図
ら
れ
た
下
文
案
と
も

い

え
よ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
中
世
の
内
検

(臨
時

の
検
注
)
は
た
し
か
に

損

耗
時

の
作
柄
査
検

と
そ
れ
に
従

っ
た
減
免
額

(減
免
年
貢

高

)
の
確
定
で
あ

っ
た
。
そ
れ
も
名
主

・
百
姓

・
耕
作
人
ら
の

減

免
要
求
に
応
え
る
形
で
、
領
主
と
名
主

・
百
姓
の
立
会
の
も

と

で
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
内
検
実
施
の
発
言
権
は

名

主

・
百
姓

・
耕
作
人
の
方
に
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

中

世
内
検
の
主
導
権
は
名
主

・
百
姓
ら
在
所
に
あ

っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
損
耗
に
よ
る
作
柄
調
査
の
繰
り
返
し

を
経
験
す
る
こ
と
で
、
内
検
が
領
主
側

に
よ
り
効
率
的
な
年
貢

算

定
と
徴
収

の
方
式
で
あ
る
と
知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
文

和

二
年
の
東
寺
領
矢
野
庄

の
事
例
の
よ
う
に
、
損
免

の
認
可
に

毎
年

の
内
検
実
施
を
条
件
と
す
る
よ
う

に
な

っ
て
い
っ
た
と

い

え
よ
う
。

三

二
七
四

中
世
内
検

の
施
行
主
体

に
つ
い
て
ー

む
す
び

に
か
え
て

近
世
検
見
制
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
毎
年
の
作
柄
査
検
、
領

主
側
と
百
姓

・
村
の
立
会
、
損
耗

に
応
じ

た
所
持
高

(村
高
)

か
ら
の
差
引
、
ま
た
作
柄
査
検

に
当
た
る

「器
用
之
者
」
(熟

知

・
熟
練
者
)
の
必
要
な
ど
は
豊
臣
政
権
以
来

の
領
主

・
百
姓

双
方
の
了
解
事
項
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

は
内
検
の
際
に
は
慣
例
と
し
て
出
来
上
が

っ
て
い
た
。
そ
れ
が

次
第
に
損
耗
時
だ
け
の
作
柄
査
検
で
は
な
く
、
東
寺
領
矢
野
庄

の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
毎
年

の
内
検

つ
ま
り
毛
見

・
検

見
に
変
化
し

つ
つ
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
問
題
は
、
中
世
内
検

が
損
耗
時

の
み
の
限
定
さ
れ
た
作
柄
査
定

で
は
な
く
、
平
常
時

の
年
貢
算
定

・
徴
収
の
方
法
と
な

っ
て
い
く
過
程

の
解
明
で
あ

ろ
う
。

言

い
換
え
れ
ば
内
検
要
求
の
主
体
が
名
主

・
百
姓
か
ら
領
主

(守
護
大
名
、
戦
国
大
名
、
国
人
領
主
な

ど
)

へ
の
変
化
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
中
世
内
検
の
実
施
主
体

は
本
所

(荘
園
領
主
ら
)
で
あ
る
。
そ
れ
を
求
め
た
主
体
は
在



所
の
名
主

・
百
姓
ら
で
あ
る
が
、
本
所
側
が
在
方

の
要
求
に
受

動
的
に
内
検
を
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
平
常
時

で
も
能
動
的

に
実
施
す
る
に
至
る
経
緯

・
時
期
の
解
明
が
重
要
で
あ
る
。
そ

の
確
定
は
難
し
い
が
、
高
野
山
領
の
隅
田
南
庄
や
志
富
庄
、
お

よ
び
東
寺
矢
野
庄
の
事
例

か
ら
み
る
と
、
損
耗
や
地
下
請
か
ら

直

納

へ
の
改
替
な
ど
を
契
機
に
文
和
年
間
か
ら
明
徳

・
応
永
期

(
=
二
五
〇
～

一
四
〇
〇
)
に
か
け
て
進
行
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。

以
下
、
む
す
び
に
か
え
て
、
中
世
内
検
か
ら
近
世
検
見
制

へ

の
継
承

・
展
開
を
展
望
し
て
お
き
た
い
。

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
内
検
と
同
じ
意
味
合

い
で
検
見
と
い

う
名
称
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
事
例
は
応
永
八
年

(
一
四

〇

一
)
八
月

一
九
日
付
け
の
東
寺
領
備
中
新
見
庄

の

「新
見
百

姓
申
状
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
新
見
庄
領
家
職
方
御
寺
分
の

百
姓
等
が
大
洪
水

・
大
風
雨

に
よ
る
大
損

の
検
証
と
減
免
を
求

め
て
、
「当
毛
」
と

「下
地
」
の
検
見
を
歎
願
し
た
申
状
で
あ

麺
・

備
中
国
新
見
庄
領
家
御
方
寺
家
御
分
百
姓
等
謹
言
上
、
抑

去
五
月
両
三
度
之
大
洪
水

二
、
當
毛
令
朽
損
候
之
問
、
此

内
検

と
毛

見

・
内

見

・
検

見

子
細
當
御
代
官
方
歎
申
候
最
中
、
重

又
去
月
廿
三
四
日
之

大
風
雨
、
近
国
平
均
之
大
損
候
、
殊
當
庄
者
不
限
當
毛
、

下
地
等
少
々
令
流
失
候
、
仍
地
頭
方
半
済
方
既
及
御
検
見

候
上
者
、
御
寺
領
分
可
為
同
前
旨
、
上
使
并
御
代
官
御
方

雖
歎
申
候
、
於
于
田
舎
不
可
相
計
之
由
堅
被
仰
候
之
問
、

態
以
飛
脚
令
言
上
候
、
然
早
御
百
姓
等
安
堵
仕
候
様
、
御

代
官
方

へ
被
仰
下
候
者
、
可
畏
入
存
候
、
將
又
年
々
地
下

未
進
之
由
、
度
々
御
催
促
之
條
驚
入
存
候
、
曾
以
御
百
姓

中
、
少
事
于
て
も
候

へ
不
未
進
仕
候
、
若
此
子
細
等
奸
曲

申
候
者
、
當
庄
五
社
大
明
神
御
罰
各

々
可
蒙
罷
候
、
以
此

旨
可
預
御
披
露
候
、
恐
惶
敬
白
、

(応
永
八
年
)

八
月
十
九
日

源

八

(花
押
)

秋

末

(花
押
)

進
上

高
井
殿

安

宗

(花
押
)

新
見
庄
で
は
、
こ
の
年
五
月
に
二
、
三
度
の
大
洪
水
と
七
月

一
ご
二
、
二
四
日
に
は
大
風
雨
が
あ
り
、
当
年
の
作
毛
だ
け
で
な

く
土
地
も

い
く
ら
か
流
失
し
て
、
近
国

一
帯
が
大
損
毛
と
な

っ

た
。
こ
の
た
め
新
見
庄

の
地
頭
領
で
は
年
貢
は
半
済
、
検
見
も

二
七
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実
施
さ
れ
て
減
免
と
成

っ
て
い
る
の
で
、
東
寺
領
分
で
も
地
頭

方
と
同
様
に
し
て
ほ
し
い
旨
を
歎
願
し
て
い
た
が
、
田
舎
で
は

ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
飛
脚
を
も

っ
て
言
上
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
源
八
ら
三
人
は
在
所
の
百
姓
で
、
高
井
と
は
東
寺

の
京

都
在
住

の
役
人
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
な
か
で
、
百
姓
等
は
年

々

の
未
進
と
そ
の
催
促
に
驚

い
て
い
る
と
述

べ
、
未
進
は
か
つ
て

少
し
も
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
検
見
は
明
ら
か
に

損
耗
時
の
作
柄
査
検
の
意
味
で
、
「臨
時

の
内
検
」
と
同
じ
施

行
方
法
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
は
、
損
耗
時
の
作
柄

の
調
査
が
在
家

百
姓
等
の
要
請
、
上
使

・
代
官

の
見
分
は
当
然
と
し
て
、
そ
れ

以
外
に
す
で
に

「地
頭
方
」
「半
済
方
」
で
の
検
見
実
施
と
損

免

の
決
定
を
理
由

に
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
頭

方

・
半
済
方
で
は
、
東
寺
領
分
に
関
係
な
く
独
自
に
検
見
が
実

施
さ
れ
、
年
貢
額
が
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
ま
た
地

頭
方

・
半
済
方

の
検
見
が
極
め
て

一
般
的

に
、
し
か
も
名
主

・

百
姓

・
耕
作
人
ら
の
要
請
に
か
か
わ
ら
ず
実
施
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。

こ
の
点
は
、
応
永
八
年

の
高
野
山
領
相
賀
庄
の
畠
方
内
検
の

二
七
六

事
例
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
年
貢
額
決
定

の
作
柄
の
調
査
が
平

常
時
で
も
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
よ
り
さ
き

東
寺
領
矢
野
庄

の
文
和
二
年

の
事
例
で
は
損
耗
時
の
内
検
を
同

年
以
後
の
毎
年

の
内
検
を
条
件

に
認
可
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら

に
は
明
徳
三
年

の
高
野
山
領
志
富
庄
の
事
例
は
損
耗
時

の

「毛

見

の
訴
訟
」
を
停
止
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
毎
年
の
年
貢
額
決

定
に
内
検
を
用
い
る
こ
と
が

一
般
的
に
な
り

つ
つ
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
変
化

の
要
因
は
、
応
永
八
年
東
寺

領
新
見
庄
の
事
例
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
地
頭
領
で
の
内
検
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
高

野
山
領
隅
田
南
庄

の
明
徳
三
年

(
=
二
九

二
)
年
貢
等
の
下
司

請
と
下
司
請
所
改
替
の
記
録

で
は
、
内
検

は
直
納
に
な
る
と
同

時

に

「所
務
之
時
者
、
年
行
事

一
人
、
器
用
之
躰

一
人
、
毎
度

二
人
有
下
向
」
と
制
度
化
さ
れ
た
。
地
下
請
が
登
場
す
る
前
は

(そ
れ
は
隅
田
南
庄
で
は
正
平
九
年
以
前
と
な
る
が
)
、
ど
の
庄

園
に
お
い
て
も
作
柄
そ
の
も
の
調
査
は
損

耗
時
の
内
検

(臨
時

の
検
注
)
の
場
合
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
際

に
は
役
人
の
派
遣
が

あ

っ
た
。
地
下
請
の
成
立
以
後
で
は
年
貢
請
負
人
が
荘
園
領
主

の
意
向
に
関
わ
り
な
く
在
所
の
内
検
を
行

っ
て
い
た
こ
と
を
示



し
て
い
る
。
隅
田
庄

の
事
例
は
、
地
下
請
が
さ
ら
に
直
納
に
切

り
替
え
ら
れ
た
際
に
、
地
下
請
時

の
内
検
を
制
度
化
し
た
事
例

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
貢
請
負
人
は
在
地
領
主
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
加
地
子
得
分

の
取
得
者

で
も
あ
る
か
ら
、
定
額

の
請
負
年
貢
を
納
入
す
る
以

上

の
収
穫
量
を
確

か
め
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ

の
た
め
に
は

年
々
の
内
検
は
不
可
欠

で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
き
に
み
た

明
徳
四
年

(
=
二
九
三
)
の
高
野
山
領
近
木
庄

の
よ
う
に
、
最

初
損
耗
に
よ
る
年
貢
は

「半
分
」
と
注
進
し
て
い
た
が
、
「内

見
」
を
す
る
と
三
分

一
程
度
で
あ

っ
た
と
訂
正
し
た
事
例
は
、

在
地
で
は
荘
園
領
主

に
無
関
係
に
在
地
領
主

・
名
主

・
百
姓
等

に
よ
る
恒
常
的
な
内
検
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。こ

の
事
態
は

一
五
世
紀

に
入
る
と
、
永
享
六
年

(
一
四
三

四
)

の
醍
醐
寺
報
恩
院
領
の
内
検
帳
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
内

検
後

の
本
所
分
年
貢
高
と
加
地
子
分
の
損
耗
分
と
得
分
が
明
解

に
区
分
さ
れ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭

ま
　

部
分
を
掲
げ
る
。

注
進

報
恩
院
田
内
検
帳
事

内

検

と
毛

見

・
内

見

・
検

見

合

一

東

院

田

馬
ハ
キ

一
段

小

四

十

歩

西
ウ
ラ

一
反

ア
イ

ハ

半

本
所
七
斗

加
地
子

一
石
七
斗
内

本
所

一
石

加
地
子
七
斗
内

本
所

加
地
子

一
石
五
舛
内

才
三
斗

彳

一
石
四
斗

才
二
斗
五
舛

彳
四
斗
五
舛

才
三
斗
五
舛

彳
七
斗

右
馬
二
郎

丹
後
介

實
阿
ミ

報
恩
院
領
で
は
こ
の
年
の
年
貢
米
は
九

二
石
七
斗
五
升
九
合

で
あ

っ
た
。
本
所
分
は
請
負
年
貢
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、

各
筆
ご
と
の
本
所
分
に
関
し
て
は
内
検
後

の
損
分
は
明
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、
加
地
子
分
は
得
分
と
損
分

が
区
分
さ
れ
て
い
る
。

本
所
分
の
損
分
が
な
い
こ
と
は
、
内
検
本
来

の
目
的
か
ら
推
測

す
れ
ば
こ
の
年
は
損
耗
年
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
右
馬
二
郎

の

「馬

ハ
キ
」
の
田
地

は
本
所
分
と
加
地
子

分
を
合
わ
せ
る
と
二
石
四
斗

の
収
量
が
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

年
貢
米
は
本
所
分
の
七
斗
だ
け
で
あ
り
、
加
地
子
分

一
石
七
斗

は
自
ら
の
取
得
分
で
あ

っ
た
。
こ
の
加
地

子
分
だ
け
が
損
分
と

得
分
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
損
耗
年

で
な
く
て
も
在
所
の
加
地
子
分
の
作
柄
は
毎

年
調
査
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

は
本
所
が
検
注
を
行

っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
在
所
名
主
ら

二
七
七



の
加
地
子
分
を
的
確

に
把
握
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
永
正

一
二
年

(
一
五

一
六
)
の
久
我
家
領
久
我
庄

の
田

数
加
地
子
米
の
記
録

に
は
、
庄
内

の
名
と
反
別
お
よ
び
本
役

・

加
地
子
分
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
内
検

の
地
の
加
地
子

分
が
不
明
で
あ
る
と
す
る
注
釈
が
見
え
る
。
該
当
部
分
を
掲
げ

　ゐ
　

る
。一

樋
爪
田
数
事

合
弐
町
八
段

是
者
内
検
之
地
也
、
加
地
子
分
者
、此
方
不
存
知
候
、

此
本
役
十
七
石
三
斗
五
升

一
上
野
菱
川
田
数
事

合
弐
町

是
者
内
検
之
地
也
、
加
地
子
分
者
、此
方
不
存
知
候
、

此
本
役
拾
六
石

こ
こ
に
は
田
数
と
そ
の
本
役
は
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
加
地

子
分
は
存
知
し
な

い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
久
我
家
は
本
所
で
あ

っ
た
が
自
ら
の
荘
園
の
内
情
を
正
確

に
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、

名
主

・
百
姓
ら
の
加
地
子
分
に
は
本
所
年
貢
米
が
納
入
さ
れ
て

い
る
か
ぎ
り
、
表
面
上
無
関
心
で
あ

っ
た
か
、
介
入
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
を
参
考

に
す
る
と
、
本
所
年
貢
は
検
注
か
ら

二
七
八

次
の
検
注
ま
で
定
額

で
あ

っ
た
か
ら
、
加
地
子
取
得
者
は
よ
り

多
く
の
加
地
子
得
分
の
取
得
の
た
め
に
、
当
然
に
加
地
子
分
田

地
の
収
量
を
高
め
、
ま
た
作
況

・
収
量
の
正
確
な
把
握
が
必
要

と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
地
頭
分
は
も
ち
ろ
ん
加
地
子
分
の
田
地

で
毎
年

の
内
検
が
必
要
で
あ

っ
た
要
因
で
あ
る
。

以
上
の
事
例
は
、
近
世
検
見
制
の
仕
法

の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

本
所
分
の
内
検
と
は
別
に
加
地
子
分
で
の
内
検
は
、
近
世

の
百

姓

・
村
が
領
主
の
検
見
の
前
に
行

っ
た
検
見
、

つ
ま
り
内
見
に

つ
な
が
る
作
柄
の
調
査
と
い
え
よ
う
。
問
題
は
中
世
の
領
主
層

が
自
ら
の
内
検
を
恒
常
化
し
、
在
方
の
内
検
を
組
み
込
ん
だ
内

検

(
つ
ま
り
近
世
検
見
)
と
し
て
い
っ
た

か
、
そ
の
過
程
の
解

明
で
あ
ろ
う
。
詳
細
な
分
析
と
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
こ
の
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

註(1
)米
が

「租
」
(年
貢
、
貢
租
、
年
貢
米
)
の
中
核
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
以
後
、
そ
の
作
柄
の
査
検
は
賦
課

・
徴
収
者
に
と
っ
て

も
納
入
者
に
と
っ
て
も
最
大
の
関
・、0
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
支
配
関
係

・
社
会
経
済
構

造
を
解
明
す
る
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

租
税
関
係
の
研
究
も
、
作
柄
確
定
の
仕
法
で
あ
る

「毛
見
」



(検
見
)
の
研
究
も
意
外
に
も
絶
対
的
に
多
い
と
は
い
え
な
い
。

特
に
検
見
と
そ
の
仕
法
は
収
穫
量

(米
)
の
確
定
に
絶
対
に
必

要
な
方
法
で
あ
る
が
、
古
代
以
来
の
徴
租
法
や
毛
見

(検
見
)

の

「歴
史
」
を
整
理
し
た
研
究
も
研
究
史
も
少
な
い
。
『国
史

大
辞
典
』
(吉
川
弘
文
館
)
ほ
か
日
本
史

・
日
本
経
済
史

・
社

会
経
済
史
な
ど
参
照
。

(2
)藤
木
久
志

「統

一
政
権
の
成
立
」
(『岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
9

近
世
、

一
九
七
五
)、
五
九
頁
参
照
。

(3
)中
村
吉
治

『近
世
初
期
農
政
史
研
究
』
(
一
九
三
八
)
以
来
の

一
般
的
な
と
ら
え
方
。
二
公

一
民
に
つ
い
て
は
、
損
免
規
定
で

あ
る
と
す
る
三
鬼
清

一
郎
氏
の
見
解
が
あ
る
。
同
氏

「太
閤
検

地
と
朝
鮮
出
兵
」
(『岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
9
近
世
1
、

一
九

七
五
)
参
照
。
筆
者
は
損
免
規
定
と
だ
け
規
定
す
る
こ
と
に
は

疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
な
お
検
見
制
の
規
定
に
つ
い
て
は
拙
稿

「幕
藩
制
的
徴
租
法
の
成
立
過
程
ー
畝
引
検
見
制
の
歴
史
的
位

置
ー
」
(『歴
史
評
論
』
三
六
九
号
、

一
九
八
一
)
参
照
。

(4
)
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
研
究
史
に
は
貢
租
や
徴
租
法
に
関
す
る

研
究
整
理
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
最
近
の

『日
本
史
講
座
』

(歴
史
学
研
究
会

・
日
本
史
研
究
会
)
ほ
か
の
講
座
類
を
み
て

も
徴
租
法
関
係
の
項
目
や
関
連
論
文
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
貢
租

研
究
が
政
治
史
中
心
の
研
究
動
向
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
か
、
絶
対

的
に
少
な
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
近
世
領
主
制

の
支
配
が
百
姓

へ
の
年
貢
米
や
諸
役
の
賦
課

・
徴
収
関
係
を
基

軸
と
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
不
思
議
な
事
態
で
は
あ
る
。

(5
)
『国
史
大
辞
曲
ハ』
(吉
川
弘
文
館
)
参
照
。
後
述
参
照
。
中
世
の

内
検
は

「臨
時
の
検
注
」
と
し
て
、
「検
注
」
の
項
目
で
解
説

さ

れ

て
い
る
。

(
6
)
前

掲

拙

稿

(
『歴
史

評
論

』

三
六

九

号
)

お
よ

び
拙

稿

「
色

取

検
見

の

「
語
義

」

と
施

行

時
期

に

つ
い
て
L

(
『
地
方
史

研
究

』

一
六

六
号

、

一
九

八
〇
)
参

照
。

な

お
近

世

の
地
方
書

で
は

こ

の
区

別

は

一
般

的
な

理
解

で
あ

っ
た

。

(
7
)
「
辻

六
郎
左

衛
門

上
書

」

(
『
日
本

経
済

大
曲
ハ』
第

十

一
)
、

二
四

六
～

二

四
七
頁

。
な

お
辻

六
郎
左

衛

門

は
幕

府
勘

定

所
役

人

か

ら
代

官

と
な

っ
た
人
物

。

(
8
)
大
石

久
敬

『
地
方

凡
例

録

』

(上

、
近

藤
出

版
社

)
、

一
四
三
頁
。

(
9
)
前

掲

「
辻

六
郎

左

衛

門
上

書
」
、

二

四
六

頁
。

田

一
歩

と

は

一

間

四
方

の
面
積

で
あ

る
が
、

豊
臣

政
権

の
下

で
は
、

一
問

は
六

尺
三

寸
、
徳

川

政
権

の
下

で
は

六
尺

で
あ

っ
た

か
ら
、

そ

の
広

さ

に
は
相
違

が

あ

る
。

(10
)
前

掲

『
地
方

凡
例

録
』
、
上

、

一
五
〇

～
七
頁

。

(11
)
三
木

量

平

「経

國

本

義
」

(
『
日
本

経

済

大
典

』
第

二
十

六

)
、

四
〇

七
頁
。

(12
)
『
国
語

大
辞

典
』

(小
学

館
)
。

「
田
畑

の
各
筆

の
上

・
中

・
下

の

等

級

を
決

め

て
、

一
村

の
収

穫
高

を
算

出

し
、

こ
れ

と
高

と
を

比

べ
て
田
租

の
割

合

を
決

め
る

こ
と
」

と
あ

る
。

(13
)
前

掲

『
地
方

凡
例

録
』

上
、

一
四
三
頁

。

(14
)
秋

田
十

七
郎

『算

法
地

方

大
成

』
巻

之

二

「
検

見

取

箇

付

の

事

」
。

(15
)
前

掲

『
地
方

凡
例

録
』

上
、

一
四
五
頁

。

(16
)
『
国
史
大

辞
典

』

(第

巻
、

吉
川

弘
文
館

、
)
。
な

お

『
日
本

史

大

事
典

』

(平
凡
社

)
、

『
日
本

経
済

史
辞

曲
ハ』

(
日
本
経

済
史

研

究

所
編

)
も

参
照

。
な

お

『
国
史

大
辞

典
』

と
同

様

の
規
定

は

内

検

と
毛
見

・
内

見

・
検
見

二
七
九



二
八
〇

す

で

に

『
日
本

経

済

史

辞

典

』

が

「検

見

制

度

の
起

原

及
沿

革

」

と
題
し

て
、

一
九

四
〇
年

に
解

説

し

て

い
る
。

同
辞

曲
ハで

は
検
見

に
よ
る
納

入

の
事
例

を

「
乗
福
寺

文

書
」

の
文

明

一
二

年

(
一
四

八
〇

)

の

条
、

「
妙

興

寺

文

書
」

の
永

正

一
二
年

(
一
五

一
五
)

の
条

に
求

め

て

い
る
が
、

検

見

に

よ

る
上

納

が

一
般
的

に
な

っ
た
根
拠

に

つ
い
て
は
述

べ
ら

れ

て

い
な

い
。
他

の
事
例

を

み
る

と
、

一
四
世

紀
末

期
以

降

に
は

す

で
に

一
般

的

で
あ

っ
た

よ
う

に
み

え
る
。

(17
)
正

検

の
実
施

と

そ
れ

に
基
づ

く
年

貢
額

の
固

定

は
、
た

し

か

に

年

季
を

定

め

て
年

貢
米

を
固

定

し

て
徴
収

す

る
定
免

制

と
同

じ

と

み
る
こ

と
も

で
き

る
が
、

正
検

が
領

主

一
代

一
度

の
場
合

も

多

か

っ
た

の

で
、

年
季

を
定

め

て
定
額

の
年

貢
米

を
徴

収
す

る

定

免
制

と

は
相
違

し

て

い
る
。

ま
た
定
免

制

は
徴

租
法

で
あ

り
、

耕

地

・
分
米

・
耕

作
人

の
確

認
を

目
的

と

す
る
検

注

で
は
な

い
。

(18
)
『
大

日
本
史

料
』
第

七

篇
之

一
、

八
五

一
頁

(19
)
『
大

日
本
史

料
』
第

六

篇
之

二
十

一
、

六
三

四
頁

、
～

六
五

七
。

(20
)
『
国
史

大
辞

典
』

『
日
本

史
大

事
典

』

な
ど

で
も
同

様

の
指
摘

が

さ
れ

て

い
る
。

(21
)
「
阿
蘇

文
書

」

『大

日
本

史
料

』
第

七
編

之

一
、

一

一
八
頁

(22
)
『
大

日
本
史

料
』

第
七

篇
之

一
、

=

七
～

一
二
〇
頁
。

(23
)
『
大

日
本

古
文

書

』
家

分

け
第

十
、

東
寺

文
書

之

二

「
丹

波

大

山
荘
地

下

人
申
状

」
、

一
八
五
～

六
。

傍
注

原
文

。
以

下
同

。

(24
)
『
大

日
本

古
文

書

』
家

分

け
第

十
、

東

寺

文
書

之

二

「
丹

波

大

山
荘
地

下

人
申
状

」
、

一
八
六
～

七
頁

。

(25
)
『
大

日
本
史

料
』

第
七

編
之

一
、

「
高

野
山
文

書

」
、

四

二
五

頁
。

(26
)
内
検

も
内

見
も

基
本

的
な

意
味
合

い
は

「内

々
見
分
」

で
あ

る
。

こ
れ

は
本
所

の
内

検

と
は
別

に
在

所

で
行

っ
た
調

査

の
意
味

合

い
が
強

い
用

い
方

で
あ

る
。

(27
)
「
高
野

山
文
書

」

『
大

日
本
史

料
』

第
七

編
之

一
、

一
〇

八
～

一

一
〇
頁

。

(28
)
『
大

日
本

史
料

』
第

六

編

之
十

八
、
文

和

二
年

(
一
三

五

三
)

(矢
野
力
)

一

一
月

「
口

口
庄
地

下

申

状
」

お
よ

び

「名

主

百

姓

申

状

」

(東
寺

百
合

文
書

)
、

六
四

七
頁
。

な

お
傍
注

は
原

文

の
ま

ま
。

(29
)
『
大

日
本

史
料

』
第

六

編

之
十

九

、

『東

寺

百

合

文

書
』

「
上

桂

庄

水
損

検
知

事

」
、

四
九

三
頁
。

(30
)
「
高
野

山
文

書
」

『
大

日
本
史

料
』

第

七
編
之

一
、

一
〇

八
～

一

一
〇
頁

。

(
31
)
同
、

「
隅

田
南
庄

下
司

請
文

」

(
『
高
野

山
文
書

』
)

五
月

の
下

司
請

文

は
、

隅

田
南
庄

の
下
司
貞

範

が
毎
年

年
貢

米

二
〇

石

の

納

入

を
請

け
負

っ
て

い
た

こ

と
と
、

そ
れ

を
評
議

の
う
え

で
改

め
確

認
し

た
請
負

証
文

の
形
式

を
と

る
。
請

負
年

貢

は
米

と
夏

麦

三
貫

文

で
あ

っ
た

こ
と

が
確

か

め
ら

れ

る
。

「請

申

隅

田

南

庄

御
年

貢
等

事
」

で

は
請

所
継

続

と
、

そ

の
条

件

は
年
貢

運

送
が
毎

年

=

月
中
、

年

貢

・
夏

麦

の
未
進

や
遅

れ

が
あ

れ
ば

請

所

の
取

り
消

し
が

あ
り

、
す

べ
て
直

納

と
な

る

こ
と

で
あ

っ

た
。

六
月

の
申

し
状

は
、

「
沙
汰

所

(悉
地

院
、
)
御

口
入
、

並

上

田
依
競

望
申

」

と

い
う

文
言

に
符
合

し
、

貞
範

の
御

口
入
を

利
用

し

た
請
所

継
続

の
画
策

を

示
し

て

い
る
。

(
32
)
『
地
方

凡
例

録
』

上
、

一
四
四
頁

。

(
33
)
応
永

七

年

(
一
四
〇

〇
)

「
相

賀

供
僧

御

辞

定

」

(
「高

野
山

文

書
」
)
、

『大

日
本

史
料

』
第

七
編

之

四
、

八

一
五
頁
。

(
34
)
応
永

七
年

『高

野
山

文
書

』
集

会
評

定

「
卯
月

(
四
月
)

二
三



日
記

事
、

五
月

九

日

の
畠

内
検

、

五
月

一
五

日

の
島

畠
内

検
、

『大

日
本

史
料

』
第

七
編

之

四
、

八

一
五

～

八

一
七
頁

。

(
35
)
応
永

七
年

『高

野
山

文
書

』
集

会

評
定

「
卯
月

(
四
月
)

二
一二

日
記

事
、

五
月

九

日

の
畠

内
検

、

五
月

一
五

日

の
島

畠
内

検
、

『大

日
本

史
料

』
第

七
編

之

四
、

八

一
五

～

八

一
七
頁

。

(
36
)
「
高

野

山
文

書
」

志
富

庄

『
大

日
本

史

料
』

第

七

編

之

一
、

四

二
七
～

八
頁

(
37
)
「東

寺

百
合

文
書

」

『
大

日

本

史

料
』

第

七

編

之

五

、

二

七

八

～

九
頁

。

(
38
)
醍

醐
寺

文

書

之
七

、

『大

日

本
古

文

書

』
家

わ

け
第

十

九
、

一

三
三
～

=

二
四
頁

。

(
39
)
「久

我
文

書
」

『大

日
本
史

料
』

第

九
編

之
五

、

八
八
五
～

六
頁

。

内

検

と
毛
見

・
内

見

・
検
見

二
八

一




